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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年12月7日(2017.12.7)

【公開番号】特開2017-192807(P2017-192807A)
【公開日】平成29年10月26日(2017.10.26)
【年通号数】公開・登録公報2017-041
【出願番号】特願2017-148275(P2017-148275)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｊ  31/36     (2006.01)
   Ａ４７Ｊ  31/06     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  85/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｊ   31/36     １２２　
   Ａ４７Ｊ   31/06     ３２０　
   Ｂ６５Ｄ   85/50     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月13日(2017.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料成分を含むカプセルと、
　飲料調製マシンと、を備える飲料製造システムであって、
　前記カプセルが、カップ形状の本体と、蓋と、を備え、前記カップ形状の本体が、基部
と、側壁とを有し、前記蓋が、前記カップ形状の本体に対して密封されており、
　前記カプセルが、
　前記飲料成分との相互作用から飲料を製造するために、前記飲料調製マシンに挿入して
、加圧液体が前記カプセルを通過できるように設計されており、
　前記飲料調製マシンが、封入部材を有し、前記封入部材が、前記飲料調製マシンへの前
記カプセルの挿入を可能にする開放位置と、前記封入部材が前記カプセルと密封係合する
閉鎖位置との間を選択的に可動であるように構成されており、
　挿入前には、前記側壁が、
　－前記封入部材が前記閉鎖位置に移動すると前記封入部材を受容する寸法である環状ト
ラフと、
　－前記基部と前記環状トラフとの間を延在する、第１の側壁部と、
　－前記環状トラフと前記カプセルのリムとの間を延在する、第２の側壁部と、を備え、
　前記カップ形状の本体が、アルミニウム又はアルミニウム合金から形成され、
　前記第１の側壁部、前記環状トラフ、及び前記第２の側壁部が一体に形成され、
　前記環状トラフが、前記封入部材の先端縁部と密封界面を形成するように構成され、
　前記側壁が、前記封入部材の閉鎖中に、前記側壁が前記封入部材の前記先端縁部を横切
って塑性延伸されるように構成される、飲料製造システム。
【請求項２】
　前記第２の側壁部が、前記環状トラフの半径方向外側に位置する隆起部を画定する、請
求項１に記載の飲料製造システム。
【請求項３】
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　前記側壁が、前記封入部材の閉鎖中に塑性変形を受けるように構成される、請求項１又
は請求項２に記載の飲料製造システム。
【請求項４】
　前記側壁が、使用中に、前記封入部材が閉鎖すると、前記側壁が変形して、前記第２の
側壁部が前記封入部材の外側表面に向かって内側に押し付けられて、前記封入部材の前記
外側表面と密封界面を形成するように構成される、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項５】
　挿入前には、前記環状トラフが、
　内壁と、外壁と、床部と、を備える、請求項１～３のいずれか一項に記載の飲料製造シ
ステム。
【請求項６】
　前記封入部材を閉鎖すると、前記封入部材の先端縁部が前記環状トラフの前記外壁と接
触し、それと密封部を形成する、
　請求項５に記載の飲料製造システム。
【請求項７】
　前記内壁及び前記外壁が、前記床部に対して実質的に垂直である、請求項５又は請求項
６に記載の飲料製造システム。
【請求項８】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が９０°～１２０°であ
るように、前記床部に対して傾斜している、請求項５又は請求項６に記載の飲料製造シス
テム。
【請求項９】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が１０５°であるように
、前記床部に対して傾斜している、請求項５又は請求項６に記載の飲料製造システム。
【請求項１０】
　前記隆起部が頂点を備え、
　前記封入部材の先端縁部が内側リムと、外側リムと、前記内側リムと前記外側リムとの
間に位置する窪みと、を備え、前記封入部材を閉鎖すると、
　前記隆起部の前記頂点が前記内側リムと前記外側リムとの間の前記窪みに受容される、
請求項２に依存する、請求項３又は請求項５～９のいずれか一項に記載の飲料製造システ
ム。
【請求項１１】
　挿入前には、前記環状トラフが、
　内壁と、外壁と、床部と、を備える、請求項４に記載の飲料製造システム。
【請求項１２】
　前記封入部材を閉鎖すると、前記封入部材の先端縁部が前記環状トラフの前記外壁と接
触し、それと密封部を形成する、
　請求項１１に記載の飲料製造システム。
【請求項１３】
　前記内壁及び前記外壁が、前記床部に対して実質的に垂直である、請求項１１又は請求
項１２に記載の飲料製造システム。
【請求項１４】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が９０°～１２０°であ
るように、前記床部に対して傾斜している、請求項１１又は請求項１２に記載の飲料製造
システム。
【請求項１５】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が１０５°であるように
、前記床部に対して傾斜している、請求項１１又は請求項１２に記載の飲料製造システム
。
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【請求項１６】
　前記環状トラフが、前記飲料調製マシン側のカプセルホルダに押し付けられて挟まれる
ように構成される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項１７】
　挿入前には、前記環状トラフの床部が前記リムに対して高くなっている、請求項１～９
又は１１～１５のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項１８】
　前記側壁が、使用中に、
　前記封入部材が閉鎖すると、前記側壁が変形して、前記環状トラフの前記床部を前記リ
ムに実質的に揃えるように構成される、
　請求項１７に記載の飲料製造システム。
【請求項１９】
　挿入前には、前記環状トラフの床部が、前記リムと実質的に同じ高さである、
　請求項１～３又は５～９のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２０】
　前記リムが前記カップ形状の本体と一体に形成される、請求項１～１９のいずれか一項
に記載の飲料製造システム。
【請求項２１】
　前記リムが前記側壁の折り返し部分によって形成される、請求項２０に記載の飲料製造
システム。
【請求項２２】
　挿入前には、前記側壁が、前記基部に近接した円錐台形部を備える、請求項１～２１の
いずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２３】
　挿入前には、前記側壁が、前記円錐台形部と前記環状トラフとの間に円筒部を備える、
　請求項２２に記載の飲料製造システム。
【請求項２４】
　前記環状トラフが１．３～２．０ｍｍの内幅を有する、
　請求項１～２３のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２５】
　前記環状トラフが約１．５ｍｍ～１．８ｍｍの内幅を有する、請求項１～２４のいずれ
か一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２６】
　前記環状トラフが、２７．５～３０．０ｍｍの内径と、２９．３～３２．５ｍｍの外径
と、を有する、請求項１～２５のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２７】
　前記蓋が、前記側壁の前記環状トラフに対して密封される、請求項１～２６のいずれか
一項に記載の飲料製造システム。
【請求項２８】
　前記蓋が、前記環状トラフの床部の内面に対して密封される、
　請求項２７に記載の飲料製造システム。
【請求項２９】
　前記側壁が、前記封入部材の閉鎖中に塑性変形を受けるように構成され、
　前記封入部材の先端縁部が複数の溝又は刻み目を備え、
　前記側壁が、前記側壁の前記塑性変形によって、前記側壁の環状トラフが前記溝又は前
記刻み目に適合して、有効な密封部をもたらすように構成される、請求項１～２８のいず
れか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項３０】
　挿入前には、前記環状トラフが、内壁と、外壁と、床部と、を備え、
　前記側壁の前記塑性変形によって、前記環状トラフの前記外壁が前記溝又は前記刻み目
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に適合して、有効な密封部をもたらす、請求項２９に記載の飲料製造システム。
【請求項３１】
　前記蓋が、アルミニウム、アルミニウム合金、又はアルミニウム若しくはアルミニウム
合金から形成された少なくとも１つの層を含む積層体から形成される、請求項１～３０の
いずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項３２】
　前記カップ形状の本体が８０～５００マイクロメートルの厚さを有する、
　請求項１～３１のいずれか一項に記載の飲料製造システム。
【請求項３３】
　カップ形状の本体と、蓋と、を備える飲料を調製するためのカプセルであって、前記カ
ップ形状の本体が、基部と、側壁とを有し、前記蓋が、前記カップ形状の本体に対して密
封されており、
　前記カプセルが、飲料成分との相互作用から飲料を製造するために、飲料調製マシンに
挿入して、加圧液体が前記カプセルを通過できるように設計されており、
　前記飲料調製マシンが、封入部材を有する種類のものであり、前記封入部材が、前記飲
料調製マシンへの前記カプセルの挿入を可能にする開放位置と、前記封入部材が前記カプ
セルと密封係合する閉鎖位置との間を選択的に可動であるように構成されており、
　前記側壁が、
　－前記封入部材を受容する寸法である環状トラフと、
　－前記基部と前記環状トラフとの間を延在する、第１の側壁部と、
　－前記環状トラフと前記カプセルのリムとの間を延在する、第２の側壁部と、を備え、
　前記カップ形状の本体が、アルミニウム又はアルミニウム合金から形成され、
　前記第１の側壁部、前記環状トラフ、及び前記第２の側壁部が一体に形成され、
　前記環状トラフが、前記封入部材の先端縁部と密封界面を形成するように構成され、
　前記側壁が、前記封入部材の閉鎖中に、前記側壁が前記封入部材の前記先端縁部を横切
って塑性延伸されるように構成される、カプセル。
【請求項３４】
　前記第２の側壁部が前記環状トラフの半径方向外側に位置する隆起部を画定する、
　請求項３３に記載のカプセル。
【請求項３５】
　前記側壁が、前記封入部材の閉鎖中に塑性変形を受けるように構成される、請求項３３
又は請求項３４に記載のカプセル。
【請求項３６】
　前記環状トラフの床部が前記リムに対して高くなっている、請求項３３～３５のいずれ
か一項に記載のカプセル。
【請求項３７】
　前記環状トラフの床部が前記リムと実質的に同じ高さである、
　請求項３３～３５のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項３８】
　前記環状トラフが、内壁と、外壁と、床部と、を備える、請求項３３～３７のいずれか
一項に記載のカプセル。
【請求項３９】
　前記内壁及び前記外壁が、前記床部に対して実質的に垂直である、
　請求項３８に記載のカプセル。
【請求項４０】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が９０°～１２０°であ
るように、前記床部に対して傾斜している、請求項３８に記載のカプセル。
【請求項４１】
　前記外壁が、前記床部と前記外壁との間の接合部における内角が１０５°であるように
、前記床部に対して傾斜している、請求項３８に記載のカプセル。
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【請求項４２】
　前記リムが前記カップ形状の本体と一体に形成される、請求項３３～４１のいずれか一
項に記載のカプセル。
【請求項４３】
　前記リムが前記側壁の折り返し部分によって形成される、請求項３３～４２のいずれか
一項に記載のカプセル。
【請求項４４】
　前記側壁が、前記基部に近接した円錐台形部を備える、
　請求項３３～４３のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項４５】
　前記側壁が、前記円錐台形部と前記環状トラフとの間に円筒部を備える、
　請求項４４に記載のカプセル。
【請求項４６】
　前記環状トラフが１．３～２．０ｍｍの内幅を有する、請求項３３～４５のいずれか一
項に記載のカプセル。
【請求項４７】
　前記環状トラフが約１．５ｍｍ～１．８ｍｍの内幅を有する、
　請求項３３～４６のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項４８】
　前記環状トラフが、２７．５～３０．０ｍｍの内径と、
　２９．３～３２．５ｍｍの外径と、を有する、
　請求項３３～４７のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項４９】
　前記蓋が、前記側壁の前記環状トラフに対して密封される、請求項３３～４８のいずれ
か一項に記載のカプセル。
【請求項５０】
　前記蓋が、前記環状トラフの床部の内面に対して密封される、請求項４９に記載のカプ
セル。
【請求項５１】
　前記蓋が、アルミニウム、アルミニウム合金、又はアルミニウム若しくはアルミニウム
合金から形成された少なくとも１つの層を含む積層体から形成される、請求項３３～５０
のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項５２】
　前記カップ形状の本体が８０～５００マイクロメートルの厚さを有する、
　請求項３３～５１のいずれか一項に記載のカプセル。
【請求項５３】
　飲料を調製するための方法であって、
　－請求項３３～５２のいずれか一項に記載のカプセルを準備する工程と、
　－封入部材を有する飲料調製マシンを準備する工程と、
　－前記封入部材を開放位置に移動する工程と、
　－前記カプセルを前記飲料調製マシンに挿入する工程と、
　－前記封入部材が前記カプセルと密封係合するように前記封入部材を閉鎖する工程と、
　－加圧液体に前記カプセルを通過させて、飲料成分との相互作用から飲料を製造する工
程と、
　－消費するために前記飲料を注出する工程と、を含み、
　閉鎖すると、前記封入部材が
　前記カプセルの前記側壁の前記環状トラフと係合し、それによって前記側壁を変形させ
、
　前記側壁の前記変形によって、前記封入部材と前記側壁との間に少なくとも１つの密封
界面を形成する、方法。
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【請求項５４】
　前記側壁が、係合部材の閉鎖中に塑性変形を受ける、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記環状トラフの変形により、前記封入部材の先端縁部との密封界面が形成される、
　請求項５３又は請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記側壁が、前記封入部材の前記先端縁部を横切って塑性延伸される、
　請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記環状トラフが、前記飲料調製マシン側のカプセルホルダに押し付けられて挟まれる
、請求項５３～５６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５８】
　請求項３３～５２のいずれか一項に記載のカプセルを準備する工程が、請求項３３～３
６のいずれか一項に記載のカプセルを準備する工程であり、
　前記第２の側壁部が、前記封入部材の外側表面に向かって内側に押し付けられて、前記
封入部材の前記外側表面と密封界面を形成する、
　請求項５３～５７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５９】
　挿入前には、前記環状トラフが、内壁と、外壁と、床部と、を備え、
　前記封入部材を閉鎖すると、前記封入部材の先端縁部が前記環状トラフの前記外壁と接
触し、それと密封部を形成する、
　請求項５３～５７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
　挿入前には、前記環状トラフが、内壁と、外壁と、床部と、を備え、
　前記封入部材を閉鎖すると、前記封入部材の先端縁部が前記環状トラフの前記外壁と接
触し、それと密封部を形成する、
　請求項５８に記載の方法。
【請求項６１】
　前記第２の側壁部が、前記環状トラフの半径方向外側に位置する隆起部を画定し、
　前記隆起部が頂点を備え、
　前記封入部材の先端縁部が内側リムと、外側リムと、前記内側リムと前記外側リムとの
間に位置する窪みと、を備え、前記封入部材を閉鎖すると、前記隆起部の前記頂点が前記
内側リムと前記外側リムとの間の前記窪みに受容される、
　請求項５３～５７又は５９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
　請求項３３～５２のいずれか一項に記載のカプセルを準備する工程が、請求項３３～３
６のいずれか一項に記載のカプセルを準備する工程であり、
　前記封入部材を閉鎖すると、前記側壁が変形して、前記環状トラフの床部を前記リムに
実質的に揃える、
　請求項５３～６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６３】
　前記封入部材の先端縁部が複数の溝又は刻み目を備え、前記側壁が塑性変形されて、前
記側壁を前記溝又は前記刻み目に適合させて有効な密封部をもたらす、
　請求項５３～６２のいずれか一項に記載の方法。
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